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令和４年１月３１月 

政 策 経 営 部 

生 活 文 化 政 策 部 

保 健 福 祉 政 策 部 

都 市 整 備 政 策 部 

教育委員会事務局 

 

世田谷区未来つながるプラン（案）について 

 

１ 主旨 

  令和４年度～令和５年度の２年間を計画期間とする世田谷区未来つながるプラン（案）

を取りまとめたので、素案へのパブリックコメント実施結果と併せて報告する。 

 

２ 計画案 

  別紙１「概要版」及び別紙２「計画案」のとおり 

 

３ 主な変更点 

項目 変更点 

第１章 

計画の策定について 

・計画の体系図（ピラミッド）に関する説明を追加（2

ページ～） 

第２章 

策定の背景 

・「今後２年間の財政見通し」の中期財政見通しを、

令和４年１月時点に更新（20 ページ～） 

・「基本計画８年間（平成 26 年度～）の振り返り」を

追加（22 ページ～） 

・「マッチング、参加と協働の取組み」のこれまでの

振り返り、今後の方向性について一部加筆（24 ペ

ージ～） 

・「次期基本計画の検討にあたって」について、区の

認識等を追加（26 ページ～） 

・「具体的な政策や施策検討にあたっての視点」の各

項目について、区の認識等を追加（28 ページ～） 

第３章  

４つの政策の柱に基づく取組

み 

・「各ページの見方」を追加（42 ページ～） 

・「施策を構成する事業」の事業費見込みを追加（44

ページ～） 

・「実現に向けた取組み（行動量）」の計画値及び「成

果指標」の目標値を追加（44 ページ～） 

・施策名を変更（施策 19「参加と協働による魅力あ

る街づくり」）（80 ページ～） 
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項目 変更点 

・「事業費一覧」及び「分野別計画等における主な取

組み」を追加（82 ページ～） 

第４章 

ＤＸの推進 

・「行政サービス」「参加と協働」「区役所」の３つの

Re・Design の取組みについて、目指す「将来像」

と「２年間の重点取組」を追加（91 ページ～） 

・「２年間の重点取組」における取組みごとの令和５

年度末目標を追加（91 ページ～） 

第５章 

行政経営改革の取組み 

（１）行政経営改革 10 の視点

に基づく取組み 

 

 

・「各ページの見方」を追加（100 ページ～） 

・「年度別計画」の計画内容及び効果額を追加（101 ペ

ージ～） 

（２）外郭団体の見直し ・「各ページの見方」を追加（143 ページ～） 

・「実現に向けた取組み」の計画内容を追加（144 ペ

ージ～） 

・各団体別の財政計画・人員計画を追加（156 ページ

～） 

（３）公共施設等総合管理計

画に基づく取組み 

・取組みによる令和４年度・令和５年度の経費、施設

総量、抑制額、削減額を追加（159 ページ～） 

・「建物の施設類型ごとの主な取組み」の計画内容及

び「公共施設跡地等の有効活用」の方針を追加（162

ページ～） 

・「都市基盤に関する取組み」の計画内容を追加（168

ページ～） 

（４）行政経営改革効果額 ・「行政経営改革効果額」（令和４年度～令和５年度）

及び参考資料として「新実施計画（後期） 行政経

営改革効果額」を追加（171 ページ～） 

 

４ パブリックコメント実施結果 

別紙３「（仮称）世田谷区未来つながるプラン（素案）への区民意見及び区の考え方に

ついて」のとおり 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年 ３月    計画策定 



世田谷区未来つながるプラン2022-2023
（実施計画）

案
【概要版】

世田谷区
令和４年１月

別紙１



第１章 計画の策定について

 基本計画の実現に向けた具体的な取り組み
を示す計画（実施計画）として、「新実施
計画」を策定

 新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み
て策定した「政策方針」に基づき、政策課題
の優先順位を整理し、あらゆる施策の本質
的な見直しを推進

 「政策方針」を踏まえながらも、これまでの計
画の継続ではなく、コロナ禍により大きく変化
する社会状況を踏まえ、次期基本計画につ
ながる計画として策定

 「まち・ひと・しごと創生法」に基づく「第2期世
田谷区総合戦略」として位置づけ、一体的
に管理

＜計画期間＞

＜計画の位置づけ＞

 計画期間は、令和４年度～令和５年度の２年間

これまでの取組み 本計画の位置づけ

令和2年度
（2020年度）

令和3年度
（2021年度）

令和4年度
（2022年度）

令和5年度
（2023年度）

令和6年度
（2024年度）

基本計画

政策方針

新実施計画（後期） 未来つながるプラン

次期基本計画

次期実施計画
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第２章 策定の背景

 社会全体の価値観や行動の変化への対応や、持
続可能な行財政運営の確保、事務事業の見直し
を進める

 自治体レベルでもあらゆるステークホルダー※2と連携
した分野横断的な取組みが求められている

 東京2020大会を契機とした「共生のまち世田谷」の
実現の取組みを、レガシー※3として継続する

 今後の人口構成の変化にも対応するため、新たな
にぎわいや魅力の創出により、自治体として持続的
な成長を遂げる必要がある

 気候危機により激甚化・頻発化する災害から区民
を守るため、さらなる防災・減災の取組みを強化す
るとともに、気候変動を緩和する取組みを進め、安
全で災害に強いまちづくりを実現する

 先端技術を積極的に活用し、急速に変容する区民
生活に応じた新たな行政サービスの構築や業務の効
率化、区民視点での改革を進め、新たな時代を切り
拓く世田谷区へと変革していく必要がある（Re・
Design SETAGAYA）

 地域行政制度を基軸に、より住民に身近できめ細
やかな施策を展開し、誰もが互いに支えあい、安心
して住み続けられる共生社会の形成に向けて取り
組むことで、持続可能な住民自治を実現する

＜社会状況の変化＞

(1)新型コロナウイルス感染症の影響

(4)人口トレンドの変化

(5)高度情報化社会の到来と
デジタル・トランスフォーメーション（DX）※4

(3)SDGs（持続可能な開発目標）※1の推進

(2)大規模自然災害の発生（気候危機）

(6)地域における関わりの多様化
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第２章 策定の背景

＜将来人口推計＞
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【今回の補正推計と前回推計の比較】

実績値

今回推計値

前回推計（2017年）

実績値← →推計値 →参考値

 平成29年7月に、「新実施計画
（後期）」の策定に併せ、人口
増加が継続する仮定で推計を
実施

⇒ 平成29年以降の区の人口は推
計値を下回って推移し、さらに転
入超過の減少など、コロナ禍によ
るトレンドの変化により推計値と
実績値の乖離が拡大

コロナ禍における人口動向を踏まえ、
令和3年7月に将来人口推計の
補正を実施

【課題・展望】
 保育や介護など、今後の福祉サービスの需要の

見極めが必要
 生産年齢人口の維持や年少人口の増加を図

るなど、人口構成のバランスを重視した施策展
開により、持続可能で魅力ある世田谷を創出

【推計結果】
 令和4年に人口減となるも、その後は増加に転

じ、年0.4%程度の増加傾向が継続
 令和13年の区人口は948,302人に達すると

推計（令和3年比：約28,000人増）
⇒ 中長期的な増加傾向が緩やかに
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第２章 策定の背景

＜財政見通し＞

区分
令和４年度 令和５年度

予算額 増減額 増減率 予算額 増減額 増減率

歳

入

特別区税 127,287 9,380 8.0% 127,287 0 0.0%

地方消費税交付金 19,293 △ 620 △3.1% 19,293 0 0.0%

特別区交付金 60,393 12,113 25.1% 60,993 600 1.0%

国庫･都支出金 86,011 2,481 3.0% 81,582 △ 4,429 △5.1%

繰入金 7,242 △ 3,762 △34.2% 11,298 4,056 56.0%

特別区債 3,270 △ 8,243 △71.6% 6,330 3,060 93.6%

その他 30,137 2,295 8.2% 29,491 △ 646 △2.1%

歳入合計 （A） 333,634 13,645 4.3% 336,275 2,641 0.8%

歳

出

人件費 58,303 △ 1,516 △2.5% 56,330 △ 1,973 △3.4%

行政運営費 239,132 8,455 3.7% 236,515 △ 2,617 △1.1%

扶助費 100,590 1,795 1.8% 101,794 1,204 1.2%

公債費 11,473 △ 696 △5.7% 11,018 △ 455 △4.0%

他会計繰出金 27,898 1,669 6.4% 28,548 650 2.3%

その他行政運営費 99,170 5,687 6.1% 95,155 △ 4,015 △4.0%

投資的経費 36,198 6,705 22.7% 43,429 7,231 20.0%

歳出合計 （B) 333,634 13,645 4.3% 336,275 2,641 0.8%

財政収支 C（A-B) 0 0

（単位：百万円）

◆今後2年間の財政見通し（令和4年1月時点修正）

【財政見通し】
 令和３年９月に公表した今後５

か年の中期財政見通しについて、
令和４年度当初予算案を踏まえ、
現時点における歳入見込みや必
要経費等を反映し、今後の区の財
政見通しの修正を実施
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第２章 策定の背景

【新実施計画の振り返り】
 基本計画で掲げた目標に向けて、新実施計画に事業を位置づけて取組みを推進

（例：保育待機児童の解消、保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」の開設）
 基本計画策定後に顕在化した課題に対しては、新実施計画を見直すことで対応

（例：世田谷版ネウボラ※5の推進、世田谷区児童相談所の開設）

◆次期基本計画の検討にあたって

◆マッチング、参加と協働による推進
 デジタルを活用して、多様な参加と協働、さらなるマッチングの推進
 基本計画で掲げている「協働」や「連携」を土台に、さらにその先も見据え、

新たな世田谷を創造することでさらなる発展を目指す

＜次期基本計画の策定に向けて＞

◆具体的な政策や施策検討にあたっての視点

 「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる
社会」
例：超高齢社会への対応、気候変動の緩和と適応、

災害に強いまちづくり、「共生のまち世田谷」の実現の取組み

 「コロナ禍からの復興」
例：緊急時対応、グリーンリカバリー※6

 「地域コミュニティ」
例：地域行政の推進、居場所づくり

 「子ども・若者支援と教育の充実」
例：児童館、切れ目のない子育て支援、ICT活用

 「持続可能な循環型社会」
例：カーボンニュートラル※7、グリーンインフラ※8、

持続可能な地域経済、多様性、SDGs

 「新たな自治体経営」
例：DX、官民連携手法による公共施設、

持続可能な行財政運営

※その他、つながるプランにおける施策の状況や、コロナ後の社会状況等も踏まえて、総合的に検討 5



第３章 ４つの政策の柱に基づく取組み

<位置づける施策>
 新規条例の制定など、大きな動きがある施策
 次期基本計画でも重要な位置づけとなること

が想定され、今後2年間に重点的に取り組む
必要がある、組織横断的連携や区民・事業
者等との参加と協働により推進する施策

<位置づけない施策>
 分野別計画に位置づけられている施策

（左記の条件に該当する重要な取組みは除く）

 施設整備等のハード系事業
※ 新型コロナウイルス感染症対策の施策は、時

期を捉えて柔軟かつ機動的に対応する性質
であるため、本計画には位置づけない

◆４つの政策の柱に位置づける施策の考え方

＜基本的な考え方＞

次期基本計画につなげていくために、４つの政策の柱を設け、施策を推進

政策の柱① 政策の柱② 政策の柱③ 政策の柱④

高齢者・障害者をは
じめすべての区民の
健康と生命を守る

区民・事業者の活
動を支え地域活性
化を図る

子ども若者の学びと
育ちの支援

コロナ後を見据えた
持続可能な社会の
実現

次期基本計画へ

6



第３章 ４つの政策の柱に基づく取組み

＜SDGsの推進＞

柱1

人権の尊重とジェンダー主流化の視点をもち、
参加と協働により経済、社会、環境の側面から
取り組むことで、ウェルビーイング※9の向上を図
り、「誰一人取り残さない」包摂的な社会の実
現を目指す

柱3

柱2

柱4
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第３章 ４つの政策の柱に基づく取組み

【施策体系】
 ４つの政策の柱に位置づける施策について、「政策の柱—施策—

事業」の体系に整理
 施策ごとに「目指す姿」「施策を構成する事業」「取組みの方向性」

「実現に向けた取組み（行動量）」「成果指標」を設定

政策の柱

施策

事業

（基本的考え方）

（政策実現のための方策）

（施策実現のための具体的取組み）

【指標設定】
 指標の設定にあたり、ロジックモデルを活用
 成果指標は、最終目標に近づくほど外的要

因によって左右されやすくなるため、計画期間
も考慮し、行動量の成果や影響が直接的に
生じる「直接的アウトカム」を成果指標として
設定することを原則とする。

※直接的アウトカム：活動の結果として区民・事業者等の対象
に与える直接的な効果

行政サービ

ス・事業

活動による

結果

活動の結

果として対

象に生じる

直接的な

効果

最終目標

達成のた

めに、中期

的に達成

すべきもの

長期的に

達成を目

指す姿

行動量 成果指標

小 大

外的要因による影響

②活動
アウトプット

③直接的
アウトカム

④中間的
アウトカム

①活動 ⑤最終的
アウトカム
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第３章 ４つの政策の柱に基づく取組み

高齢者・障害者をはじめすべての区民の健康と生命を守る

◆政策の柱①

区民・事業者の活動を支え地域活性化を図る

◆政策の柱②

No 施策名

施策１ 地域防災力の向上

施策２ 安全で災害に強いまちづくり

施策３ ひきこもり支援の推進

施策４ 「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」に基づく認知症
施策の総合的な推進

施策５ 障害者の地域生活の支援

施策６ 区民の健康の保持増進と健康危機管理体制の強化

施策７ 住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住支援の推進

No 施策名

施策８ 地域行政の推進

施策９ 高齢者の地域参加促進

施策10 持続可能な地域経済の基礎づくり

施策11 知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館の創造

◆政策の柱③

子ども若者の学びと育ちの支援

No 施策名

施策12 支援を必要とする子どもと家庭のサポート

施策13 社会的養育の推進

施策14 ICT基盤を活用した新たな教育の推進

施策15 教育総合センターを拠点とした質の高い教育及び保育の推
進

◆政策の柱④

コロナ後を見据えた持続可能な社会の実現

No 施策名

施策16 多様性の尊重

施策17 気候変動の緩和と適応に対応する取組みの推進

施策18 循環型社会形成に向けた3Rの取組みの推進

施策19 参加と協働による魅力ある街づくり

9



第４章 DXの推進

1）行政サービスのRe・Designの取組み 2）参加と協働のRe・Designの取組み

3）区役所のRe・Designの取組み 4）Re・Designを支える人材の確保・育成

Re・Design SETAGAYAへのステップ（2年間の取組み）

*EBPM：Evidence-based Policy Making 事実（エビデンス）に基づく政策立案*デジタルデバイド：インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者
との間に生じる格差

*オープンデータ：行政機関等が保有する公共データを機械判読に適したデータ形式で、
かつ誰もが二次利用を可能とするルールによって公開されたデータのこと。
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第５章 行政経営改革の取組み

＜行政経営改革10の視点に基づく取組み＞

 自治の推進と独自性のある自治体経営の確立に向け、行政経営改革の3つの基本方針
と10の視点により、行政経営改革の取組みを着実に推進

 デジタル技術を活用する（検討を含む）取組み項目を明確化（ を付記）ＤＸ

視点 取組み名

１ 自治体改革の推進
1-1 自治権拡充、都区制度改革、地方分権改革
1-2 自治体間連携等の推進（総合戦略）

２ 自治の推進と情報公開、区民
参加の促進

2-1 地域行政の推進【再掲】
2-2 公文書の適正な管理・活用の推進
2-3 情報公開・個人情報保護制度の見直し
2-4 情報公開の推進
2-5 広報機能の充実
2-6 広聴機能の充実
2-7 寄附文化の醸成とふるさと納税対策の推進

３ 世田谷区役所、職員の率先行動、
職場改革の推進

3-1 勤務時間の適正管理及びワーク・ライフ・バランスの推進、ワークスタイル改革
3-2 ＤＸ推進を支える情報化基盤の強化
3-3 ペーパーレス化の取組み及び本庁舎整備に向けた紙文書量の削減
3-4 機能的な窓口の実現に向けた取組み
3-5 災害対策本部機能の充実
3-6 区施設等のエネルギー使用量の削減

４ 執行体制の整備 4-1 執行体制の整備と人材育成

【基本方針１】区民に信頼される行政経営改革の推進

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ
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第５章 行政経営改革の取組み

【基本方針２】持続可能で強固な財政基盤の確立

【基本方針３】資産等の有効活用による経営改善

視点 取組み名

５ 施策事業の必要性、有効性、優先度の
視点やプロセス評価による見直し

5-1 行政評価の活用による事業の検証
5-2 効果的な新公会計制度の運用

６ 民間活用や官民連携による
サービスの向上とコスト縮減

6-1 官民連携の取組み
6-2 魅力ある図書館運営・サービスの推進
6-3 職員の給与・福利厚生事務の手法の見直し

７ 施策事業の効率化と質の向上

7-1 事業手法の見直し等による効率化・質の向上
7-2 時代にあった業務改善の取組み
7-3 補助金の見直し
7-4 庁有車の統廃合
7-5 区立保育園の今後のあり方（「区立保育園の今後のあり方」による取組み）

7-6 保育園入園申請手続きの効率化
８ 区民負担等の適切な見直し 8-1 区民利用施設等の使用料・利用料の見直し

視点 取組み名

９ 公有財産等の有効活用 9-1 公共施設跡地の民間への条件付貸付、売却

10 税外収入確保策の推進、債権
管理の適正化と収納率の向上

10-1 区の刊行物・デジタルサイネージ等を活用した広告事業の推進
10-2 ネーミングライツによる税外収入の確保
10-3 区有地を活用した税外収入の確保
10-4 公園を活用した税外収入の確保
10-5 安全かつ効率的な公金運用
10-6 債権管理重点プランに基づく取組み

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ
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第５章 行政経営改革の取組み

＜外郭団体の見直し＞

外郭団体を取り巻く状況

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業運営や経営への影響
 NPO等の公共サービスの担い手増加、民間事業者による公共的役割の高まり、官民連携手法の多様化
 SDGsの推進、世田谷区におけるDXの推進

取組みの方向性

外郭団体を取り巻く状況の変化を踏まえ、外
郭団体改革基本方針における5つの改革の
取組み方針に基づき、区民サービスの向上と
より一層の効率的・効果的な経営体制の確
立を目指して11団体ごとに改革を進める

① 外郭団体のあり方に関する見直し
② 外郭団体への委託事業に関する見直し
③ 財政的視点・関与の見直し
④ 人的支援・関与の見直し
⑤ 中期経営目標の設定及び人事・給与制度の見直し

改革の取組み方針

＜公共施設等総合管理計画に基づく取組み＞

重点方針

重点方針１ 学校を中心とした複合化整備の推進

重点方針２ 効果的・効率的な公共施設整備の徹底

重点方針３ 既存施設の区民利用機会の更なる拡充

世田谷区公共施設等総合管理計画（令和3年9月一
部改訂）に基づき、持続可能な公共施設の維持管理の
実現に取り組む

13



【参考】 用語解説

注釈
番号

ページ 用語 解説

※1 2ページ SDGs 2015年9月に国連サミットで採択された国際目標であり、2030年を期限とし、持続可能な生活を実
現するための17のゴールと、達成すべき169のターゲットから構成されている。「誰一人取り残さない」社
会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題に対応している。

※2 2ページ ステークホルダー 「利害関係者」のこと。区にかかわるすべての人を指す。

※3 2ページ レガシー 東京2020大会を契機として、スポーツや文化、教育などの様々な分野で残っていく有形、無形の遺産
のこと。

※4 2ページ DX（デジタル・トランス
フォーメーション）

ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）の浸透が人々の生
活をあらゆる面でよりよい方向に変化させること。

※5 5ページ ネウボラ フィンランド語で「相談・アドバイスの場所」を意味する言葉。区では、フィンランドの取組みを参考に、
「世田谷版ネウボラ」を実施し、妊娠期から就学前までの子育て家庭を切れ目なく支えるための、区・
医療・地域が連携して相談支援する、顔の見えるネットワーク体制を構築している。

※6 5ページ グリーンリカバリー コロナ禍からの復興にあたり、元どおりの生活状況に戻すのではなく、その復興に投じられる資金などを通

じて、地球温暖化の防止や生物多様性の保全を実現し、新しい持続可能な社会を築く考え方。

※7 5ページ カーボンニュートラル 2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。全体としてゼロとは、二酸化炭素を
はじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引いた、実質ゼロを意味する。

※8 5ページ グリーンインフラ 自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方。社会資本整備や
土地利用等、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある地域づくりを進めるもの。

※9 7ページ ウェルビーイング 直訳すると「幸福」（well-being）。個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会
的に良好な状態にあることを意味する概念。

14



 

 

  

      
 

世田谷区 
令和４年１月 

 

案 

（実施計画） 

世田谷区未来つながるプラン 

2022-2023 

別紙２ 



 

目次 

第１章 計画の策定について  ................................................................................................................. 1 

１ 計画の位置づけ・期間 .................................................................................................................... 2 

（１）計画の位置づけ ........................................................................................................................ 2 

（２）世田谷区総合戦略 .................................................................................................................... 3 

（３）つながるプランの計画期間 ...................................................................................................... 3 

２ 計画の進行管理 ............................................................................................................................... 4 

（１）ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理 ................................................................................ 4 

第２章 策定の背景  ................................................................................................................................ 5 

１ 社会状況の変化 ............................................................................................................................... 6 

（１）新型コロナウイルス感染症の影響 ........................................................................................... 6 

（２）大規模自然災害の発生（気候危機） ....................................................................................... 6 

（３）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進 ................................................................................ 7 

（４）人口トレンドの変化 ................................................................................................................. 7 

（５）高度情報化社会の到来とデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ） ............................ 8 

（６）地域における関わりの多様化 .................................................................................................. 9 

２ 将来人口推計 ................................................................................................................................. 10 

（１）人口の動向 ............................................................................................................................. 10 

（２）将来人口推計 .......................................................................................................................... 11 

（３）将来人口推計から見える課題・展望 ..................................................................................... 18 

３ 財政見通し ..................................................................................................................................... 20 

（１）今後２年間の財政見通し（令和４年度から令和５年度） ※令和４年１月時点................ 20 

（２）推計にあたっての考え方 ....................................................................................................... 21 

４ 次期基本計画に向けて .................................................................................................................. 22 

（１）基本計画８年間（平成 26 年度～）の振り返り..................................................................... 22 

（２）新実施計画の振り返り ........................................................................................................... 23 

（３）マッチング、参加と協働の取組み ......................................................................................... 24 

（４）次期基本計画の検討にあたって ............................................................................................ 26 

第３章 ４つの政策の柱に基づく取組み  ............................................................................................. 32 

１ 基本的な考え方 ............................................................................................................................. 33 

（１）４つの政策の柱に基づく取組み ............................................................................................ 33 

（２）４つの政策の柱に位置づける施策の考え方 .......................................................................... 34 

（３）分野別計画等における主な取組み ......................................................................................... 35 

（４）ＳＤＧｓの推進 ...................................................................................................................... 35 

２ 施策体系 ........................................................................................................................................ 38 

（１）施策体系 ................................................................................................................................. 38 



 

（２）指標の設定 ............................................................................................................................. 38 

（３）計画の評価 ............................................................................................................................. 39 

３ ４つの政策の柱に基づく個別施策 ................................................................................................ 40 

４ 事業費一覧 ..................................................................................................................................... 82 

５ 分野別計画等における主な取組み（一覧） ................................................................................. 83 

第４章 ＤＸの推進  .............................................................................................................................. 89 

１ ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 ............................................................... 90 

（１）デジタル社会の実現に向けて ................................................................................................ 90 

（２）世田谷区ＤＸ推進方針（～Re・Design SETAGAYA～） ......................................................... 90 

（３）変革（Re・Design）への基盤づくり ..................................................................................... 90 

２ Re・Design SETAGAYA の将来像とステップ .................................................................................. 91 

（１）行政サービスの Re・Design ................................................................................................... 91 

（２）参加と協働の Re・Design ...................................................................................................... 92 

（３）区役所の Re・Design .............................................................................................................. 93 

（４）Re・Design を支える人材の確保・育成 ............................................................................... 94 

第５章 行政経営改革の取組み  ............................................................................................................ 95 

１ 行政経営改革 10 の視点に基づく取組み ....................................................................................... 96 

行政経営改革の 10 の視点 ................................................................................................................ 96 

取組み一覧 ........................................................................................................................................ 98 

２ 外郭団体の見直し ........................................................................................................................ 141 

各外郭団体の取組み ........................................................................................................................ 142 

３ 公共施設等総合管理計画に基づく取組み ................................................................................... 158 

取組み方針 ...................................................................................................................................... 158 

取組み内容 ...................................................................................................................................... 159 

４ 行政経営改革効果額 .................................................................................................................... 171 

【参考】世田谷区新実施計画（後期）行政経営改革効果額 ............................................................. 173 



1 

世田谷区未来つながるプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の策定について 

 

             １ 計画の位置づけ・期間 

                ２ 計画の進行管理 
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１ 計画の位置づけ・期間 

 

（１）計画の位置づけ 

  世田谷区では、「世田谷区基本構想（平成 25年９月議決）」に基づき、10年間に区

が重点的に取り組む施策の方向性を明らかにした、区政運営の基本的な指針である「世

田谷区基本計画（平成 26年度～令和５年度）」（以下「基本計画」という。）を定め

ています。 

  この基本計画の実現に向けた具体的な取組みを示す計画として、「新実施計画（前

期）（平成 26年度～平成 29年度）」及び「新実施計画（後期）（平成 30年度～令和

３年度）」を策定し、これまで着実に施策を推進してきました。 

  一方、令和２年初頭からの新型コロナウイルス感染症の影響により、複数年にわたり

厳しい財政状況が見込まれるなか、切迫する区民ニーズに応え、持続可能な行財政運営

を確保するとともに、政策課題の優先順位を全庁横断的に整理し、あらゆる施策につい

て本質的に見直しを進めるため、「世田谷区政策方針（令和２年９月～令和３年度）」

（以下「政策方針」という。）を策定し、区民生活の安全と安心を守り抜くための施策

を最優先に取り組んできました。 

  新型コロナウイルス感染症の収束もいまだ見通せず、厳しい財政見通しが続くなか、

区の実施計画は令和３年度、基本計画は令和５年度で最終年度を迎えます。 

  こうした状況のなか、令和４年度及び令和５年度の実施計画については、これまでの

計画の継続ではなく、コロナ禍により大きく変化する社会状況を踏まえ、次期基本計画

策定につながる計画としていく必要があります。 

そのため、政策方針を踏まえつつ、次期基本計画も見据え、新たな政策の柱を設定

し、重点的な取組みを明確にした区民にわかりやすい計画として新たに再構築し、「世

田谷区未来つながるプラン」（以下「つながるプラン」という。）を策定します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和 2年度～3年度】             【令和 4年度～5年度】 

 

基本構想 
（20 年） 

基本計画 
（10 年：～令和 5 年度） 

政策方針 
（令和 2年度～3 年度年） 

新実施計画（後期） 
（4 年：～令和 3 年度） 
※総合戦略含む 

基本構想 
（20 年） 

基本計画 
（10 年：～令和 5年度） 

つながるプラン 
（2 年：～令和 5年度） 
※総合戦略含む 

今後 20 年間の公共的指針、

ビジョン 

基本構想に基づき施策の方向性
を明らかにした区政運営の基本
的指針となる区の最上位計画 

基本計画の実現、次期基本
計画を見据えた具体的な取
組みを示す実施計画 
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令和2年度
（2020年度）

令和3年度
（2021年度）

令和4年度
（2022年度）

令和5年度
（2023年度）

令和6年度
（2024年度）

令和7年度
（2025年度）

基本構想（平成25年9月～）【20年】

基本計画（平成26年度～令和5年度）【10年】 次期基本計画（令和6年度～）

つながるプラン（実施計画）

（令和4年度～令和5年度）

※第2期総合戦略含む

政策方針

(令和2年度～令和3年度)

新実施計画(後期)

(平成30年度～令和3年度)【4年】

※第2期総合戦略含む

次期実施計画（令和6年度～）

（２）世田谷区総合戦略 

つながるプランには、将来人口推計や持続可能で活力ある地域社会の実現に向けた取

組みを盛り込み、「まち・ひと・しごと創生法」に基づく、「第２期世田谷区総合戦略

（令和２年度～令和５年度）」として引き続き位置づけ、一体的に管理を行っていきま

す。 

 

①基本目標 

以下の３つの基本目標の達成に向け、取組みを進めていきます。 

 

 基本目標１：多くの世代の希望の実現 

 基本目標２：地域人材と社会資源を活用した活力ある地域社会の構築 

 基本目標３：心豊かな暮らしを実現するための地方・都市との連携・交流 

 

②計画期間 

令和２年度から令和５年度を計画期間とします。 

国においては、総合戦略の計画期間を５年間としていますが、基本計画・実施計画と整

合を図るため、４年間の計画期間としています。 

 

③具体的な施策・事業等 

つながるプランにおける施策ごとに、どの「基本目標」の施策かわかるよう明示しま

す。 

 

（３）つながるプランの計画期間 

  計画の期間は、令和４年度から令和５年度までの２年間とします。 
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２ 計画の進行管理 

 

（１）ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理 

  つながるプランでは、１年目にそれぞれの施策がどの程度進んでいるか推進状況を作

成し、進捗管理を行い、必要に応じて計画の修正を行います。また、行政評価を通じて

検証・評価を実施することで、ＰＤＣＡサイクルにより進める計画としていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③令和 4 年度：推進状況 

⑥令和 5 年度：行政評価 

改善点を明らかにする 

⑧令和 6 年度：行政評価 

   改善点を明らかにする 

①令和 4 年度：計画策定 

④令和 5 年度：修正計画 

  推進状況により 5 年度の 

修正計画を示す 

⑦⑨：次期基本計画へ 

     ③令和 4 年度：推進状況     

   ⑥令和 5 年度：行政評価 

           1 年目の検証・評価 

⑧令和 6 年度：行政評価 

   2 年間の計画の検証・評価 

②令和 4 年度：事業実施 

⑤令和 5 年度： 

修正計画に基づき事業実施 

⑦⑨：次期基本計画へ 

 Plan Do

CheckAction
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世田谷区未来つながるプラン 
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                 ３ 財政見通し 

４ 次期基本計画に向けて 
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１ 社会状況の変化 

 

（１）新型コロナウイルス感染症の影響 

 新型コロナウイルス感染症は、2019年 12 月にはじめて確認されて以降、瞬く間に世

界中に広がり、各国の主要都市で相次いで都市封鎖（ロックダウン）が実施されまし

た。我が国においても、緊急事態宣言が複数回発出され、長期間にわたり、行動制限が

実施されるなど、生命や健康のみならず、日常生活における外出や移動、地域経済や地

域活動、学校教育など、様々な分野に甚大な影響を及ぼしました。 

一方、コロナ禍の制約のなかで、産業構造や働き方、人と人とのコミュニケーション

のあり方、デジタル化の進展など、新しい生活様式への移行が進み、社会全体の価値観

や行動の変化が生まれています。 

  ワクチン接種によっても、複数の変異株の出現やブレイクスルー感染によって完全な

収束を見通すことはできません。新型コロナウイルス感染症の影響は長期化することを

前提に、区民の健康と生命を守り抜くことを優先して、感染拡大防止と、区民や事業者

の社会・経済活動の維持・活性化の取組みを進めていく必要があります。同時に、新た

な生活スタイルや働き方、変化する社会経済状況などに対応するため、様々な局面に合

わせた柔軟な対策を講じていく必要があります。 

令和４年度における区の財政見通しでは、特別区税で前年度比 94 億円の増収を見込ん

でいますが、変異株の出現による感染拡大など、区財政は依然として予断を許さない状

況となっています。また、国の困窮世帯への支援策である、生活福祉資金貸付の申請状

況は高止まりとなっており、さらには原油高等の影響による生活必需品の値上げなど、

区民生活の実態は厳しい状況が続いています。引き続き、区民生活と地域経済の動向を

注視しながら、持続可能な行財政運営を確保するとともに、施策の優先順位を整理し、

事務事業の見直しを進めていきます。 

 

（２）大規模自然災害の発生（気候危機） 

  地球規模の気候危機は、重大な局面を迎えています。世界各地で記録的な高温や大規

模森林火災、巨大化した台風など、地球温暖化の影響と考えられる気候異変が頻発し、

甚大な被害が発生しており、人類の生存さえ脅かしています。区では、令和２年 10月

に「気候非常事態宣言」を発出し、行動を呼びかけていますが、これからの 10年を見

通すのが難しい状況にあります。 

  さらに、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震など、大規模な地震も発生して

います。関東大震災から 100年を迎えようとしているなか、今後 30 年間に約 70％の確

率で首都直下地震等が発生するともいわれています。 

  世田谷区では、令和元年 10月に発生した台風第 19号により、上野毛・野毛地区、玉

堤地区など多摩川沿いでは広範囲に浸水被害が発生しました。 

  激甚化・頻発化する災害から区民を守るため、さらなる防災・減災の取組みを強化す

るとともに、二酸化炭素の排出を削減し気候変動を緩和する効果的な取組みを、区と区

民、事業者で着実に進め、安全で災害に強いまちづくりを実現していきます。 
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（３）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進 

  ＳＤＧｓは、2015年９月に国連サミットで採択された国際目標であり、2030年を期

限とし、持続可能な生活を実現するための 17 のゴールと、達成すべき 169のターゲッ

トから構成され、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめ

ぐる広範囲な課題に対応しています。 

  コロナ禍において、世界共通で取り組むＳＤＧｓに対する認識が改めて広がっている

なか、自治体レベルにおいても、あらゆるステークホルダー1と連携した分野横断的な

取組みを推進していくとともに、東京２０２０大会を契機とした、「共生のまち世田

谷」の実現に向け進めてきた取組みについて、ＳＤＧｓの理念でもある「誰一人取り残

さない」社会の構築に向けて、レガシー2として継続していきます。 

 

SDGs の 17 のゴール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（４）人口トレンドの変化 

  世田谷区の人口は、これまで、想定を上回る速さで増加しており、前回新実施計画

（後期）時点の人口推計（2017年推計）においても、2042年まで一貫して増加傾向が

続くと見込んでいました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年７月から転出超過の状況

が続き、令和３年４月１日時点の人口は、前回基本計画策定時の平成 26年以降、はじ

めて前年度同月を下回る結果となりました。年少人口、生産年齢人口、高齢者人口の構

成では、顕著な変化はみられませんが、30代～40代の子育て世代の人口は減少し、50

                                                      

1 ステークホルダー：「利害関係者」のこと。区にかかわるすべての人を指す。 
2 レガシー：東京 2020 大会を契機として、スポーツや文化、教育などの様々な分野で残っていく有形、無形の遺産のこ

と。 



8 

代以上の年代は増加傾向が続いています。また、外国人の人口は、これまで増加傾向が

続いていましたが、令和２年３月以降、減少傾向が続いています。 

一方、令和２年 10 月の国勢調査では、943,664人と過去最高の人口となり、住民基本

台帳における人口との差が約３万人生じています。ごみの分量や災害時の避難など、住

民基本台帳では把握できない人口についても、留意する必要があります。 

当面は、コロナ後の動向を注視していく必要がありますが、2025 年には、団塊世代が

後期高齢者となり、人生 100年時代ともいわれる超高齢社会は一層進展していきます。

いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境づくりや、誰もが生き生

きと暮らし、活躍できる社会を構築することが求められます。 

また、今後の人口構成の変化にも対応するため、地域経済・活動の活性化、労働生産

性の向上や資源循環型社会への転換など、新たなにぎわいや魅力の創出により、自治体

も持続的な成長を遂げる必要があります。 

 

（参考）基本計画策定時からの人口動向（４月１日時点） 

平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 令和 2 年 令和 3 年 

870,063 877,833 887,994 896,057 903,613 912,095 921,556 920,471 

 

（５）高度情報化社会の到来とデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ） 

  ＩｏＴ、ロボット、人工知能（ＡＩ）、ビッグデータなど、社会のあり方に影響を及

ぼす新たな技術が進展するなか、国は、これらの先端技術をあらゆる産業や社会生活に

取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会である「Society 

5.0」の実現を提唱しています。 

  また、従来からの業務やプロセスのデジタル化（デジタイゼーション3、デジタライ

ゼーション4）をさらに発展させ、デジタル技術により変革する「デジタル・トランス

フォーメーション（ＤＸ）5」への取組みも、コロナ禍により様々な分野において急速

に広まっています。 

  人々の暮らしを豊かにする先端技術を積極的に区政運営に取り入れ、急速に変容する

区民生活に応じた新たな行政サービスを構築するとともに、新しいスタイルでの働き方

による区の業務の効率化・区民視点での改革を一層進め、新たな時代を切り拓く世田谷

へと変革していく必要があります（Re
リ

・
・

Design
デ ザ イ ン

 SETAGAYA
セ タ ガ ヤ

）。 

  区では基本計画で「参加と協働」を区政運営の土台に据えてきました。デジタル技術

を活用して、コミュニティや政策形成の議論を深めるデジタル・デモクラシー6によ

り、「参加と協働」を各分野で発展させていきます。 

                                                      

3 デジタイゼーション：デジタル技術を活用することで、既存のビジネスプロセスをデジタル化すること。 
4 デジタライゼーション：デジタル技術を活用することで、既存のビジネスモデルを変革すること。 
5 デジタル・トランスフォーメーション（DX）：ICT（Information and Communication Technology：情報通信技

術）の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。 
6 デジタル・デモクラシー：インターネットなどの情報通信技術を用いて、市民が政治や行政に直接的に関わること。 
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（６）地域における関わりの多様化 

  コロナ禍による外出自粛やテレワークの急速な普及など、職住近接の進展により身近

な地域で過ごす時間が増えたことで、地域への関心が高まる一方、人と人との交流の減

少により地域で互いに支える力の衰退が懸念されるなど、新たな地域コミュニティのあ

り方が問われています。 

  また、ひとり暮らしの割合が、この間増加傾向にあり、令和２年の国勢調査の結果に

よると、単独世帯の割合は一般世帯の半数を超えており、今後も増加が予想されます。

コロナ禍においては、一人暮らしで検査陽性により自宅療養となった方に、大きな不安

と健康上の危機が及ぶ事態となりました。また、今後、高齢者の単独世帯の増加は、社

会的孤立や貧困のリスク、介護需要への影響も懸念されます。 

  今から半世紀前の 1970 年代と比較して、区民の暮らしの変容は顕著です。家族や共

に暮らす者同士による支えあい機能が低下していくなかで、地域コミュニティは面とし

ての広がりから、点と点をつなぐ状況となり、災害時の共にサポートする力などの低下

が危惧されます。身近な地域コミュニティと行政の役割はこれまで以上に大きくなり、

誰もが地域で支えあい、安心して住み続けられる共生社会の形成に向けて取り組むこと

が求められます。 

区には、長い議論を経て生まれた地域行政制度がありますが、時代に合わせた、抜本

的な見直しが必要です。将来にわたって持続可能な住民自治を実現するためにも、本

庁、総合支所、まちづくりセンターを有機的につなぐ地域行政制度の位置づけを再構築

し、充実強化を図るため、（仮称）地域行政推進条例の準備を進めており、今後、より

住民に身近できめ細やかな施策を展開していきます。  
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２ 将来人口推計 

 

（１）人口の動向 

 区の総人口は、平成７年（1995年）以降、26年間一貫して増加し続け、この間に約

14万人増加しました。 

 増加率は平均して年 0.7％程度であり、図表２のとおり、平成 20 年（2008年）のリ

ーマンショック後に増加傾向が弱まり、平成 23年（2011年）の東日本大震災後も

0.5％程度の増加率で推移した後、次第に増加率が高まり近年は１％程度の高水準で

推移してきました。しかしながら、令和２年（2020年）は 0.3％の増加率に落ち込み

ました。なお、これは１～12月の暦年で見た値であり、図表３のとおり月別の推移で

はコロナ禍での減少傾向がより明確となっています。 

 令和２年（2020年）以降、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因すると見られる人

口動向の変化により、他自治体から世田谷区への転入超過が減少しています。令和２

年（2020年）５月頃から区の総人口は減少傾向で推移しています。 

 

図表１）総人口の推移 

 
 

図表２）対前年増加率 
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図表３）月別の総人口の推移 

 

 

 

（２）将来人口推計 

  区の将来人口推計は、新実施計画（後期）に併せて平成 29年７月に実施しました。

この推計は、それ以前の人口増加が継続する仮定で推計を行いました。しかし、平成 

29年以降、区の人口数は推計値を下回って推移しており、さらに、コロナ禍でのトレン

ドの変化により推計値と実績値の差は拡大傾向にあります。こうした状況を踏まえ推計

の補正を行いました。 

 

■推計方法 

前回推計と同様にコーホート要因法7により推計を行いました。 

コロナ禍により転入超過が縮小しており、この動向が１年間継続し、その後に回復し

ていく想定とします。ただし、中長期的にもコロナ禍に起因するトレンド変化の影響が

続くと想定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 コーホート要因法：将来人口推計で用いられる一般的な方法。コーホート（出生年が同じ集団）ごとに毎年の経過に

伴う変化を出生・死亡・移動の要因別に計算する方法。 
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 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 

国勢調査 814,901 841,165 877,138 903,346 943,664 

住民基本台帳 793,560 819,317 847,680 874,332 917,486 

 

（３）将来人口推計から見える課題・展望 

 

 就学前人口は、短期的には減少が続き、その後、再び増加していくことが見込まれま

す。現時点で、保育待機児童は解消していますが、引き続き、地域別・地区別・学校

区別の人口動向に注視しながら、保育需要を見定めていく必要があります。 

 高齢者人口は一貫して増加が続く見込みとなっており、介護サービス需要や医療費の

増大が懸念されます。中長期的な介護・福祉サービスの需要量を見極め、適切なサー

ビス量の確保に努める必要があります。また、生産年齢人口の減少を踏まえ、介護人

材の確保・定着支援がより必要とされることが見込まれます。さらに、人口動向だけ

ではなく、高齢者の単身世帯増加などにより、貧困のリスクや社会的孤立、介護需要

への影響も懸念されます。地域で支えあい、安心して住み続けられる共生社会の形成

に向けて取り組むことが求められます。 

 外国人人口については、参考として今回お示ししています。コロナ禍の影響による一

時的な減少を見込んでも、前回推計を超える増加傾向となる見込みです。また、労働

人口の長期的減少が予想されるなか、外国人労働力への需要の高まりも想定されま

す。外国人人口の動向を見据え、外国人への生活支援や教育支援などの多文化共生施

策のさらなる推進が求められます。 

 総人口の増加傾向は、前回推計と比較して緩やかなものとはなりましたが、今後も転

入超過の状況は一定期間継続する見込みです。また、超高齢社会の進展が避けられな

い中、生産年齢人口の維持、年少人口の増加を図るなど、人口構成のバランスを重視

していく必要があります。 

 子育て世帯の転出を抑制し、転入・定住を促すとともに、出生数を向上させていくこ

とが重要となり、「子ども・子育て応援都市」を一層充実していく必要があります。

妊娠期から出産、在宅育児と保育・幼児教育をシームレスにつなぐ環境のさらなる向

上と改善に取り組み、子育て世代のニーズに応えていくことが求められます。さら

に、みどり豊かな住環境の維持・向上、職住近接に向けた産業基盤の強化などによ

り、「住みたいまち」「住み続けたいまち」を目指し、コロナ禍における社会状況の

変化も捉えながら、持続可能で魅力ある世田谷を創出していく必要があります。 

 

※国勢調査は 10月１日時点、住民基本台帳は１月１日時点の人数を参照。国勢調査は、住民登録の

ある場所ではなく、実情を把握するため、現在住んでいる場所として調査を行っている。 

※令和２年の国勢調査結果は令和３年 11月に総務省が公表した人口等基本集計に基づく。 
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３ 財政見通し 

  令和３年９月に公表した今後５か年の中期財政見通しについて、令和４年度当初予算

案を踏まえ、現時点における歳入見込みや必要経費等を反映し、今後の区の財政見通し

の修正を行いました。 

   

（１）今後２年間の財政見通し（令和４年度から令和５年度） ※令和４年１月時点 

 

 （単位：百万円） 

区分  
令和４年度 令和５年度 

予算額 増減額 増減率 予算額 増減額 増減率 

歳    

入 

特別区税 127,287 9,380 8.0% 127,287 0 0.0% 

地方消費税交付金 19,293 △ 620 △3.1% 19,293 0 0.0% 

特別区交付金 60,393 12,113 25.1% 60,993 600 1.0% 

国庫･都支出金 86,011 2,481 3.0% 81,582 △ 4,429 △5.1% 

繰入金 7,242 △ 3,762 △34.2% 11,298 4,056 56.0% 

特別区債 3,270 △ 8,243 △71.6% 6,330 3,060 93.6% 

その他 30,137 2,295 8.2% 29,491 △ 646 △2.1% 

歳入合計 （A） 333,634 13,645 4.3% 336,275 2,641 0.8% 

歳  
出 

人件費 58,303 △ 1,516 △2.5% 56,330 △ 1,973 △3.4% 

行政運営費 239,132 8,455 3.7% 236,515 △ 2,617 △1.1% 

 扶助費 100,590 1,795 1.8% 101,794 1,204 1.2% 

 公債費 11,473 △ 696 △5.7% 11,018 △ 455 △4.0% 

 他会計繰出金 27,898 1,669 6.4% 28,548 650 2.3% 

 その他行政運営費 99,170 5,687 6.1% 95,155 △ 4,015 △4.0% 

投資的経費 36,198 6,705 22.7% 43,429 7,231 20.0% 

歳出合計 （B) 333,634 13,645 4.3% 336,275 2,641 0.8% 

財政収支 C（A-B) 0     0     
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（２）推計にあたっての考え方 

<主な歳入の見通し> 

●特別区税 

令和５年度以降については、感染状況や地域経済の動向など、今後の見通しが不透明で

あることから、令和４年度と同額で見込みました。 

●特別区交付金 

税制改正による地方法人課税の見直しの影響を令和５年度にかけて見込むとともに、本

庁舎等整備にかかる特別交付金の増減を見込みました。 

●財政調整基金の繰入れ 

今後の税収等の見通しを踏まえ、財政調整基金の繰入れを行わない前提としました。 

●特定目的基金の繰入れ 

世田谷区公共施設等総合管理計画との整合を図りながら、本庁舎等整備や区立小中学校

をはじめとする公共施設の改築・改修、道路・公園等の都市基盤整備などに対し計画的な

活用を見込みました。 

●特別区債 

世田谷区公共施設等総合管理計画との整合を図りながら、本庁舎等整備や区立小中学校

をはじめとする公共施設の改築・改修、道路・公園等の都市基盤整備などに対し計画的な

活用を見込みました。 

なお、満期一括償還にかかる借換債の発行は見込んでいません。 

 

<主な歳出の見通し> 

●新型コロナウイルス感染拡大防止対策関連経費 

保健所の防疫体制や検査体制確保など、感染拡大防止にかかる経費については、令和５

年度以降見込んでいません。 

●人件費 

令和５年度以降、定年退職年齢の段階的な引き上げによる退職手当の増減を見込みまし

た。 

（定年退職年齢の段階的な引き上げ） 

令和５年度   60 歳→61歳、令和７年度   61歳→62歳 

令和９年度   62 歳→63歳、令和 11年度  63歳→64歳 

令和 13年度  64 歳→65歳 

●社会保障関連経費（扶助費・繰出金） 

障害者自立支援給付等の社会保障関連経費について一定の増を見込むとともに、特別会

計への繰出金について、高齢者人口の増加等を踏まえた増を見込みました。 

●公共施設整備経費等 

本庁舎等整備や区立小中学校をはじめとする公共施設の改築・改修、道路・公園等の都

市基盤整備について、世田谷区公共施設等総合管理計画との整合を図りながら、現時点に

おける当面の経費を見込みました。 
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４ 次期基本計画に向けて 

 

（１）基本計画８年間（平成 26 年度～）の振り返り 

世田谷区では「世田谷区基本構想」（平成 25年９月議決）をもとに、行政の最上位

計画である「世田谷区基本計画」（平成 26年～令和５年度）を策定しています。「基

本構想」は平成 23年 12月から基本構想審議会によって公開で議論され、３つの分科会

（「コミュニティ・地方自治、情報・コミュニケーション」「街づくり、防災、環境・

エネルギー、産業・仕事、芸術文化」「子ども、青少年、教育、福祉・保健医療、男女

共同参画」）による同時並行で議論を進めました。初の試みとなった無作為抽出型区民

ワークショップをはじめとして、地域別のタウンミーティングやシンポジウム等、多く

の区民参加の機会も設けながら、区議会で議決され、完成しました。庁内には若手職員

を中心とする「職員研究会」が組織され、議論の場を支えました。「基本構想」のもと

で「基本計画」の策定にあたっても、区民参加のワークショップやタウンミーティング

等も行われました。 

「基本計画」の副題に「子どもが輝く 参加と協働のまち せたがや」と記したの

も、こうした議論の集積の結果です。「基本構想」に掲げる「九つのビジョン」は、

「個人の尊重と多様性の承認」「子ども・若者支援と教育の充実」「保健・医療・福祉

サービスの基盤を確かなものに」「災害に強く復元力を持つまちをつくる」「環境に配

慮したまちをつくる」「地域産業の活性化と職住接近」「文化・芸術・スポーツの発

信」「住みやすく歩いて楽しいまちづくり」「区民参加・参画の機会を多く」等の内容

から成り立ち、「基本計画」の骨格をかたちづくりました。 

 

「基本計画」策定以後に具体化した世田谷区の重要な事業があるのと同時に、８年間

の中で新たに結実した事業もあります。全国に先駆けて渋谷区と同時にスタートした

「同性パートナーシップ宣誓制度」（平成 27 年）や、議会での議論から生まれた「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」（平成 30年３月

議決）を制定しました。 

子ども・若者支援の政策では、私立認可保育園の充実を柱に長期間に渡り注力し、

「保育待機児童解消」（令和２年実現）を達成しました。また、23 区初の児童相談所

（一時保護所含む）も綿密な準備と慎重な制度設計が求められる中、令和２年４月に開

設しました。青少年交流センターを３館に拡大し、ひきこもり支援の相談窓口となる

「メルクマールせたがや」（平成 26年）も開設しました。 

令和３年 12月には、旧若林小学校跡地に区の教育の新たな拠点として「教育総合セ

ンター」を開設しました。また、令和２年からの「ＧＩＧＡスクール構想」の前倒し実

施やデジタル端末を利用した授業等にも取り組みました。 

平成 26年から、28 カ所のまちづくりセンターで、あんしんすこやかセンターと社会

福祉協議会の三者連携による「福祉の相談窓口」の全地区展開を開始し、この方針に基

づき、多くのまちづくりセンターの複合化や改築を進めました。都立梅ヶ丘病院跡地に

は、保健医療福祉の拠点である「うめとぴあ」（保健医療福祉総合プラザ）を、令和２
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年４月に開設しました。新型コロナウイルス感染症への対応は、世田谷保健所を基軸に

して、全庁的に保健衛生体制を強化し、２年にわたる健康危機（パンデミック）に対処

しています。 

東日本大震災直後から、車座集会を始めて 28地区で「防災塾」を開始し、「地区防

災計画」を策定しました。令和元年 10月の台風第 19号の避難所設営や運営、被害状況

をふまえて水害時の避難体制を改めて見直し、ハザードマップを更新しました。また、

激甚化した気象災害を受けて、「気候非常事態宣言」（令和２年 10 月）を発出し、コ

ロナ禍の地域電子通貨として「せたがや Pay」をスタートさせました。 

また、水害に強い都市をハードインフラのみに頼らず、グリーンインフラという視点

で、豪雨時に下水道への負荷を軽減する街づくりを公園や大型公共建築物から、戸建て

住宅の改修等で実現する体制に入っています。人口 91万人都市（令和４年１月１日時

点）として、暮らしに潤いを与える公園整備を「野毛町公園拡張」「上用賀公園拡張」

等で住民参加のワークショップを経て実現していきます。 

 

 

（２）新実施計画の振り返り 

 「世田谷区基本計画」の実現に向け、平成 26年３月には「世田谷区新実施計画（平

成 26年度～平成 29年度）」を、平成 29年３月には「世田谷区新実施計画（後期）

（平成 30年度～令和３年度）」をそれぞれ策定し、取組みを進めてきました。 

具体的には、保育待機児童の解消やまちづくりセンター・あんしんすこやかセンタ

ー・社会福祉協議会の三者が連携した「福祉の相談窓口」の整備、保健医療福祉の拠点

「うめとぴあ」の開設など、「基本計画」で掲げたとおり、「新実施計画」において取

組みを進め、達成することができました。 

  また、基本計画の策定後に新たに顕在化した課題については、区民生活や区政を取り

巻く状況の変化を踏まえ、「新実施計画（後期）」において、医療的ケア児及びその家

族に対する支援の充実や、世田谷版ネウボラ8の推進、世田谷区児童相談所の開設、教

育総合センターの整備、東京２０２０大会の開催を契機としたホストタウンの取組みを

位置づけるなど、実施計画の見直しにより対応してきました。 

  一方、新型コロナウイルス感染症の影響により、複数年にわたり厳しい財政状況が見

込まれるなか、令和２年９月には、新たな区政運営の指針として、「世田谷区政策方針

（令和２年９月～令和３年度）」を定めました。「①新型コロナウイルス感染症防止対

策」「②区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組み」「③子どもの学びと育ちの支

援」「④施策事業の本質的な見直し、事業手法の転換」を４つの柱として掲げ、全庁を

挙げた政策課題の優先順位の整理と、あらゆる施策の本質的な見直しに取り組み、「新

実施計画（後期）」においても事業の見直しを図りました。 

                                                      

8 ネウボラ：フィンランド語で「相談・アドバイスの場所」を意味する言葉。区では、フィンランドの取組みを参考に、「世田

谷版ネウボラ」を実施し、妊娠期から就学前までの子育て家庭を切れ目なく支えるための、区・医療・地域が連携して

相談支援する、顔の見えるネットワーク体制を構築している。 
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現行の基本計画の最後の２年間の実施計画であるつながるプランにおいては、これま

での取組みや大きく変化する社会状況を踏まえ、次の基本計画につながるものとしてい

く必要があります。 

 

（３）マッチング、参加と協働の取組み 

①マッチング、参加と協働の振り返り 

 現在の基本計画は、「マッチングによる政策の推進」「参加と協働」を掲げて策定し

ました。平成 26年度から開始した新実施計画では、この基本計画に基づき、マッチ

ングによる横断的連携や区民・事業者等との参加と協働の取組みを進めてきました。

特に、基本計画における６つの重点政策については、新実施計画（後期）から、重点

政策ごとに個票を作成し、「横断的連携により進める取組み」、「区民・事業者との

参加と協働により進める取組み」を新たな評価軸として設け、その取組みの評価・検

証を行ってきました。 

 また、基本計画では、「さまざまな分野や主体を横つなぎ・組み合わせることで、課

題解決の力を高めるよう、相互に協力して政策を進めること」をマッチングの定義と

し、この間、縦割りを超え、庁内各部の連携、官民連携、区民をはじめとした多様な

主体の参加と協働により、効率的で効果的な政策の形成や推進を目指してきました。 

 具体的には、「参加と協働」を軸に、基本計画で掲げる６つの重点政策に基づき以下

のような取組みを着実に推進してきました。 

●重点政策①「子ども若者が住みたいまちづくり、教育の推進」 

保育待機児童の解消や、庁内横断的に連携したひとり親家庭支援、子どもの貧困対

策など 

●重点政策②「高齢者・障害者等の在宅生活を支え、孤立させないための地域包括ケア

システムと住まい」 

地域包括ケアの地区展開による身近な地区での相談体制の確立など 

●重点政策③「安全で災害に強いまちづくり」 

地域住民との協働による地域防災力向上の取組みなど 

●重点政策④「自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現」 

区民・事業者・他自治体と連携した再生可能エネルギーの普及など 

●重点政策⑤「世田谷の文化の創造と知のネットワークづくり」 

ホストタウン・共生社会ホストタウンの取組みなど 

●重点政策⑥「豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進」 

地域の課題解決に向けた提案型協働事業の実施など 

 小田急線上部利用における北沢ＰＲ戦略会議、若者の声を聴きながら進めた居場所整

備、認知症の本人も参画した認知症条例など、参加と協働により政策を進める場や体

制は整いつつあり、着実に根付いてきています。一方、イベントなど単発の機会によ

る行政への参加に留まる取組みも多く、区民が主体的に地域を運営する住民自治の拡

充を進め、コミュニティや政策形成の議論を深めるためには、引き続き「参加と協

働」を軸に、組織横断的連携の徹底、区民や事業者、大学、他自治体等との連携によ

る取組みを一層推進していく必要があります。 
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ー）も重要となります。コミュニティソーシャルワーカー10などを中心に、「つな

ぐ」機能を強化していきます。 

 さらに、民間、大学や他自治体など、多様なステークホルダーとともに、複雑化する

課題への対応や新たな価値創造などに取り組む必要があります。 

 「協働」や「連携」を土台に、さらにその先も見据え、新たな世田谷を創造し、さら

なる発展を目指します。 

 

（４）次期基本計画の検討にあたって 

令和２年から２年越しとなる新型コロナウイルス感染症の脅威は世界同時に進行し、

令和４年１月２日時点で世界の累積感染者数は約２億８千万人を超え、累積死亡者数は

約 543 万人となるなど、猛威を振るっています。産業構造には大きな変化が生じて、区

民生活にも重大な影響をもたらしました。従来は実用化されていなかった「ｍRNA11」を

利用したワクチンが開発され、令和３年５月から住民接種に取り組み、11月に 80％の接

種率を記録したものの新たな変異株に対応するためにも３回目接種を年末から開始して

いる状況です。 

令和元年 10 月の台風第 19 号は、世田谷区内にも罹災証明が 600 世帯超に及ぶ大きな

被害をもたらしました。地球温暖化等の気候危機の影響は、災害リスクの常態化となっ

て、私たちの日常生活を脅かしています。大規模台風やゲリラ豪雨に対して、災害対策を

強化すると共に、「温室効果ガス抑制」の目標値を確実にクリアしていくことが自治体の

責務ともなります。地球規模のパンデミックや気候危機が区政の根幹を揺るがす事態と

なっています。 

「生存の危機」と向き合う時代の区政運営を、区は次期基本計画で描くことになりま

す。コロナ禍で感染対策として区民に求めてきた「人と距離を置くこと（ソーシャルディ

スタンス）」「飲食時に会話をしないこと」「人の多いところを避けること」等は、コミュ

ニティを支えてきたイベントやお祭り、フリーマーケットや出店、飲食をともなうパー

ティーや会合等を激減させてきました。その対策による感染拡大防止の効果はあった一

方で、区民や事業者に多大な影響が生じました。 

 また、区内経済対策で緊急融資の取組みを拡げた一方で、コロナ禍の影響で業績悪化

が続いた業界では仕事を縮小したり、継続を断念する事業者も目立ちます。雇用保険を

財源としたセーフティネットや社会福祉協議会を窓口とした「緊急小口資金」「総合支援

資金」「住居確保給付金」等の支援の利用者はコロナ禍前を大幅に上回りました。 

コロナ禍で、全国的に子ども・若者の自殺が急増しました。誰とも話すことなく、社会

的孤立を深めたり、「うつ」の状態になる人も増えました。また、重症化リスクの高い高

齢者は、趣味のサークル参加や、デイサービスの利用も、感染防止のために活動休止や縮

小等の影響を受けました。社会的孤立だけではなくて、フレイルが進んで身体的な機能

                                                      

10 コミュニティソーシャルワーカー：支援を必要とする高齢者や障害者、子育て中の親などに対して、見守りや課題の発見、

相談援助、必要なサービスや専門機関へのつなぎや、地域ネットワークづくりなどに取り組むソーシャルワークスタッフ。 
11 mRNA：メッセンジャーRNA。mRNA ワクチンは、ウイルスのたんぱく質をつくるもとになる遺伝情報の一部を注射する。そ

れに対する抗体などが体内でつくられることにより、ウイルスに対する免疫ができる。 
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世田谷区未来つながるプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 ４つの政策の柱に基づく取組み 

 

        １ 基本的な考え方 

２ 施策体系 

          ３ ４つの政策の柱に基づく個別施策 

           政策の柱１：高齢者・障害者をはじめすべての区民の健康と生命を守る 

           政策の柱２：区民・事業者の活動を支え地域活性化を図る 

           政策の柱３：子ども若者の学びと育ちの支援 

           政策の柱４：コロナ後を見据えた持続可能な社会の実現 

          ４ 事業費一覧 

          ５ 分野別計画等における主な取組み（一覧） 
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１ 基本的な考え方 

 

（１）４つの政策の柱に基づく取組み 

新型コロナウイルス感染症の影響、ＳＤＧｓの推進、人口トレンドの変化、大規模自

然災害の発生、ＤＸの推進など、大きく変化する社会状況を踏まえ、現行の基本計画の

６つ重点政策及び政策方針の４つの柱をもとに、次の基本計画につなげていくため、新

たに以下の４つの柱を設け、施策を推進します。 

 

政策の柱１ 高齢者・障害者をはじめすべての区民の健康と生命を守る 

  新型コロナウイルス感染症による影響、頻発する大規模自然災害に対して、安全で災

害に強いまちづくりを進めるとともに、すべての区民の健康維持・増進、生命を守る取

組みを推進します。 

なお、新型コロナウイルス感染症への対策や緊急対応については、刻々と変わる状況

を踏まえながら、補正予算等で対応することとし、つながるプランには位置づけず、臨

機応変に対応していきます。 

【次期基本計画に向けての視点】 

・誰もが生き生きと安心して暮らし、活躍できる社会の構築 

 ・デジタル技術やグリーンインフラの活用、参加と協働によるまちづくりなど、災害に

強く持続可能なまちづくり 

 ・コロナ禍の経験を踏まえた緊急時対応の体制強化 

 

政策の柱２ 区民・事業者の活動を支え地域活性化を図る 

  新型コロナウイルス感染症による甚大な影響を受けた区民や事業者を支えるととも

に、新たな時代にふさわしい地域コミュニティを再構築し、地域を活性化します。 

【次期基本計画に向けての視点】 

 ・コロナ禍の影響を受けた区民や事業者への支援、経済対策 

 ・（仮称）地域行政推進条例を踏まえた、まちづくりセンター・総合支所の機能の充実 

 ・公共施設の有効活用などによる、あらゆる世代が集える居場所の創出 

 ・持続可能な地域経済 

 

政策の柱３ 子ども若者の学びと育ちの支援 

  誰一人取り残すことのない個別最適化された学びの基盤を構築するとともに、子ども

や子育て世帯への新型コロナウイルス感染症による影響の長期化も踏まえ、「子ども・

子育て応援都市」として、次世代を担う子どもの育ちを支え、子育てを支援します。 

【次期基本計画に向けての視点】 

 ・地域包括ケアの地区展開や児童相談所の設置・運営を踏まえた、子どもや子育てにか

かわる相談支援や見守りネットワークの中核を児童館が担うための機能強化 

 ・ＩＣＴ基盤を活用した個別最適な学びの実現 

 



34 

政策の柱４ コロナ後を見据えた持続可能な社会の実現 

  新型コロナウイルス感染症の影響をはじめ、ＳＤＧｓ、気候変動など、大きく社会経

済状況が変化していくなかで、コロナ後を見据えた新たな取組みを推進し、持続可能な

社会を目指します。 

 【次期基本計画に向けての視点】 

 ・2050年カーボンニュートラルに向け、さらなる取組みを推進 

・グリーンリカバリー、サーキュラーエコノミー（循環型経済）など、持続可能な循環型

社会の実現 

・ＳＤＧｓを意識した施策展開 

・ＤＸの推進、本庁舎等整備を契機とした働き方改革など、「ヒト」を中心とした新たな

時代を切り拓く世田谷区への変革 

・誰一人取り残されることのない共生社会の実現、東京２０２０大会レガシーである「共

生のまち世田谷」実現に向けた取組み 

 

 

 

（参考） 

■基本計画６つの重点政策            ■政策方針４つの柱 

① 子ども若者が住みたいまちづくり、教育の推進 
 

① 
新型コロナウイルス感染症防止対

策 

② 
高齢者・障害者等の在宅生活を支え、孤立させな

いための地域包括ケアシステムと住まい 

 
② 

区民の生活と区内事業者等の活動

を守る取組み 

③ 安全で災害に強いまちづくり 
 

③ 子どもの学びと育ちの支援 

④ 
自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす

豊かなまちの実現 

 
④ 

施策事業の本質的な見直し、事業

手法の転換 

⑤ 世田谷の文化の創造と知のネットワークづくり 
   

⑥ 豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進 
   

 

 

（２）４つの政策の柱に位置づける施策の考え方 

コロナ禍による社会状況の変化などを踏まえ、次期基本計画も見据え、現計画の継続

ではなく、令和４年度及び５年度に、集中的に行う施策で、特に、区として重点的に取

り組まなければならない、組織横断的連携や区民・事業者等との参加と協働により推進

するものについて、施策の優先順位を整理し、選択と集中を図ったうえで位置づけま

す。 
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■位置づける施策 

 新規条例制定など、大きな動きがある施策。 

 ４つの柱を構成する核となり、コロナ禍による社会状況の変化などを踏まえ、次期基

本計画でも重要な位置づけとなることが想定され、令和４年度及び５年度に重点的に

取組む必要がある、組織横断的連携や区民・事業者等との参加と協働により推進する

施策。 

 

■位置づけない施策 

 個別の分野別計画に位置づけられているものは、原則として位置づけません。（上記

の条件に該当する重要な取組みは例外として位置づけます） 

 施設整備などのハード系事業については、基本的には個別の計画に位置づけられてい

ること、また、公共施設等総合管理計画に基づく施設整備計画にも位置づけられてい

ることから、本計画には位置づけません。 

 新型コロナウイルス感染症対策については、状況に応じて補正予算等で対応すべきも

のであることから、位置づけません。 

 

（３）分野別計画等における主な取組み 

  各分野別に別途作成されている個別計画等に基づく取組みについては、基本的に、本

計画には位置づけず、個別計画等において進捗管理を行うこととします。 

  つながるプランにおいては、各分野別計画等における主な取組みについて、その概要

の一覧を掲載しています。（83ページ「５ 分野別計画等における主な取組み（一

覧）」参照） 

 

（４）ＳＤＧｓの推進 

ＳＤＧｓは、2015年９月に国連サミットで採択された国際目標であり、2030年を期

限とし、持続可能な生活を実現するための 17 のゴールと、達成すべき 169のターゲッ

トから構成され、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめ

ぐる広範囲な課題に対応しています。 

世田谷区基本構想で掲げるビジョンや、基本計画の重点政策、つながるプランにおけ

る取組みは、ＳＤＧｓが目指すべき方向性と多くが重なります。 

そのため、４つの政策の柱とＳＤＧｓとの関連を、幸せの象徴ともされる四つ葉のク

ローバーを用いて独自の「クローバーモデル」として整理しました。各施策の推進にあ

たっては、ＳＤＧｓの理念に基づき、人権の尊重とジェンダー主流化の視点をもち、参

加と協働により経済、社会、環境の側面から取り組むことで、ウェルビーイング

（well-being）21の向上を図り、「誰一人取り残さない」包摂的な社会の実現を目指し

ます。 

                                                      

21 ウェルビーイング（well-being）：直訳すると幸福。個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的

に良好な状態にあることを意味する概念。 
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①活動
②活動

アウトプット

③直接的

アウトカム

④中間的

アウトカム

⑤最終的

アウトカム

行政サービス・

事業

活動による結

果

活動の結果と

して区民・事

業者等の対

象に生じる直

接的な効果

最終目標達

成のために、

中期的に達成

すべきもの

長期的に達成

を目指す姿

行動量 成果指標

小 大

外的要因による影響

２ 施策体系 

 

（１）施策体系 

  ４つの政策の柱に基づき、計画期間の２年間において、重点的に推進すべき施策をと

りまとめています。また、施策ごとに、目指すべき姿、構成する事業、取組みの方向

性、行動量、成果指標を設定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指標の設定 

それぞれの施策ごとに、以下のロジックモデルに沿って検討を行い、指標を設定する

ことで、成果や達成度を測り、評価・検証や改善につなげていきます。 

なお、最終目標に近づくほど社会経済状況等の外的要因により左右される要素が大き

くなることや、２年間の計画期間も踏まえ、直接的アウトカムを成果指標として設定す

ることを原則とします。 

  

政策の柱
基本的考え方

施策
政策実現のための

方策

事業
施策実現のための

具体的取組み

4 つの政策の柱 

本
章
で
具
体
化 

【構成】 

 （施策の）目指す姿 
 施策を構成する事業 
 事業の方向性 
 実現に向けた取組み（行動量） 
 成果指標 
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①指標の定義 

■実現に向けた取組み（行動量） 

事業における具体的な行政活動の結果を示す指標（アウトプット指標） 

■成果指標 

施策・事業の実施により、区民・事業者等にもたらす成果や効果を示す指標（アウトカ

ム指標） 

 

②指標設定の考え方 

ア 実現に向けた取組み（行動量） 

 活動・取組みによる結果を測るアウトプット指標として、原則として定量的な指

標を設定します。 

 活動による結果を測る指標を設定することを原則とします。施策の目指す姿の達

成に向け、核となる取組みを位置づけます。 

 

イ 成果指標 

 実現に向けた取組みにより、対象にどのような成果や効果があるか、定量的な指

標を設定します。社会経済状況等の外的要因により左右される要素が大きくなる

中間的アウトカム及び最終的アウトカムではなく、直接的アウトカムを設定しま

す。 

 定量的な成果指標を設定し、達成可能な水準を少し上回る目標値（ストレッチゴ

ール）を設定します。 

 国・都の計画や区の分野別計画等で掲げられた指標と同一の指標を設定する場合

は、既存の計画と整合を図ります。 

 

 

（３）計画の評価 

  すべての施策について、指標に対する達成度合いや新公会計制度を活用したフルコス

トによる分析を行い、評価・検証します。 

  つながるプランの評価・検証結果を踏まえ、次期基本計画の策定に反映していきま

す。 
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３ ４つの政策の柱に基づく個別施策 

４つの政策の柱に基づき、次の基本計画につなげていくため、選択と集中を図るととも

に、目指す姿をより明確化するため、統合できるものは極力一つの施策としてまとめ、19

の施策を位置づけました。 

 

■位置づけた施策の考え方 

 以下の視点により、選択と集中を図り、19の施策としてまとめたうえで、４つの柱に位

置づけました。 

 

 新実施計画（後期）において位置づけはないが、次の基本計画を見据え、新たな施策

として位置づける横断的な取組み 

例）ひきこもり支援、高齢者の地域参加促進など 

 新規条例制定など、大きな動きがあり、次期基本計画に向けて、今後さらに加速させ

ていく必要がある取組み 

例）認知症とともに生きる希望条例、（仮称）地域行政推進条例、地域経済の持続可

能な発展条例、障害理解の促進や差別解消等に関する条例 

 ＳＤＧｓなど、現基本計画策定時には想定していなかった概念により、持続可能な社

会に向けてさらなる取組みを進めていく必要のあるもの 

例）ジェンダー、経済成長、持続可能なまちづくり、気候変動の緩和と適応、 

食品ロス削減など 

 コロナ禍の影響を踏まえ、次の基本計画に向けて、取組みを加速させていくもの 

例）健康危機管理体制強化、中小企業支援、高齢者の地域参加促進、居住支援、 

支援を必要とする子どもや家庭へのサポートなど 

 気候変動による激甚化・頻発化する災害に対し、防災・減災の取組み強化は、次期基

本計画においても引き続き重要なテーマとなることから、複合的・横断的な取組みと

して、他の施策とも統合したうえで位置づける 

例）気候変動の緩和と適応、グリーンインフラ、避難者対策、豪雨対策・木造住宅密

集地域解消・耐震化促進・道路整備など 

 新実施計画（後期）またはその計画期間において、一定の取組みが完了したものにつ

いて、さらに発展・充実させ、次の基本計画につなげていく取組み 

例）児童相談所開設 → 社会的養育の推進 

教育総合センター開設 → 質の高い教育・保育 

    児童生徒へのタブレット端末配備 → 活用した新たな教育の推進 

 「参加と協働」やコミュニティの視点を、次の基本計画にもつなげていくもの 

例）参加と協働のまちづくり、図書館、地域行政の推進など 

 

 ※複数の項目に該当する施策もあることから、上記は代表的な取組みとして例示として

挙げたもの  
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４ 事業費一覧 

 ４つの政策の柱に基づく施策にかかる事業費を示しています。 

政策

の柱 

施策 

No 
施策名 

令和 4 年度 

（千円） 

令和 5 年度 

（千円） 

計 

（千円） 

１ 

1 地域防災力の向上 16,679 25,028 41,707 

2 安全で災害に強いまちづくり 1,553,681 1,614,537 3,168,218 

3 ひきこもり支援の推進 138,212 138,212 276,424 

4 
「世田谷区認知症とともに生きる希望条

例」に基づく認知症施策の総合的な推進 
102,501 101,710 204,211 

5 障害者の地域生活の支援 47,882 39,333 87,215 

6 
区民の健康の保持増進と健康危機管理

体制の強化 
97,508 104,561 202,069 

7 
住み慣れた地域で安心して住み続けられ

る居住支援の推進 
59,268 66,467 125,735 

2 

8 地域行政の推進 22,587 8,352 30,939 

9 高齢者の地域参加促進 138,940 138,940 277,880 

10 持続可能な地域経済の基礎づくり 319,110 319,110 638,220 

11 
知と学びと文化の情報拠点としての新た

な図書館の創造 
1,160,317 1,161,149 2,321,466 

3 

12 支援を必要とする子どもと家庭のサポート 206,631 233,440 440,071 

13 社会的養育の推進 83,159 122,442 205,601 

14 ICT 基盤を活用した新たな教育の推進 798,977 971,129 1,770,106 

15 
教育総合センターを拠点とした質の高い

教育及び保育の推進 
624,282 631,460 1,255,742 

4 

16 多様性の尊重 176,076 169,712 345,788 

17 
気候変動の緩和と適応に対応する取組

みの推進 
156,312 132,320 288,632 

18 
循環型社会形成に向けた 3R の取組み

の推進 
40,626 59,941 100,567 

19 参加と協働による魅力ある街づくり 385,552 591,560 977,112 

合計（※） 5,844,086 6,339,428 12,183,514 

※重複する予算事業があるため、施策ごとの事業費と合計

額は一致しません。 
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５ 分野別計画等における主な取組み（一覧） 

 「４つの政策の柱に基づく個別施策」以外の各分野別計画等における主な取組みを掲載

しています。 

なお、原則として、新実施計画（後期）に位置づけている取組みの中で、「４つの政策

の柱に基づく個別施策」として位置づけていない取組みを掲載しています。 

 

 

①健康・福祉 

事業名 2 年間の取組み概要 関係する計画・方針等 

がん対策の推進 がんに関する正しい知識の普及や、がん患者と家族等

へのより一層の支援を行います。特に、思春期・若年

成人世代（AYA 世代）のがん患者は、法制度の狭

間の年代で公的支援の機会が少なく、年代によって状

況が異なるため、周知・啓発、がん相談の充実、がん

末期患者への在宅療養支援等を通じ、個別の対策を

実施します。 

健康せたがやプラン（第二

次）後期（平成 29 年

度～令和 5 年度） 

世田谷区がん対策推進

計画（平成 28 年度～

令和 5 年度） 

世田谷区がん対策推進

条例 

自立支援・介護予

防・重度化防止の推

進 

健康寿命の延伸を図り、高齢者が可能な限り自分ら

しい生活を営むことができるよう、介護予防の取組みを

充実するとともに、支援や介護が必要となった高齢者の

自立支援・重度化防止に資するサービス提供に向け、

介護サービス事業所等への支援を行っていきます。 

第８期世田谷区高齢者

保健福祉計画・介護保険

事業計画（令和 3 年度

～令和 5 年度） 

在宅医療・介護連携

推進事業 

医療と介護の両方を必要とする高齢者等が、住み慣

れた地域で自分らしい暮らしを人生の最終段階まで続

けることができるよう、医療・介護関係者が連携した、

切れ目のない在宅医療と介護の一体的な提供体制の

構築に取り組みます。 

第８期世田谷区高齢者

保健福祉計画・介護保険

事業計画（令和 3 年度

～令和 5 年度） 

高齢者の在宅生活を

支える保健福祉サー

ビスの整備 

介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮

らし続けられるよう、「介護」及び「住まい」の拠点となる

地域密着型サービス等の計画的な整備・誘導を図りま

す。 

世田谷区介護施設等整

備計画（令和 3 年度～

令和 5 年度） 

介護人材の確保・定

着支援 

高齢化の進展に伴い需要の増大が見込まれる介護サ

ービスを担う人材について、その確保・育成・定着支援

のために必要な基盤整備や専門性向上等の施策に重

層的に取り組みます。 

第８期世田谷区高齢者

保健福祉計画・介護保険

事業計画（令和３年度

～令和５年度） 

障害者施設整備の

推進 

特別支援学校の卒業生等を中心とした日中活動の場

である通所施設（生活介護、就労継続支援Ｂ型）

や重度障害者にも対応可能なグループホームについ

て、中長期的な施設需要へ的確に対応し、計画的な

整備・拡充に取り組みます。 

せたがやノーマライゼーショ

ンプラン（令和 3 年度～

令和 5 年度） 

障害者施設整備等に係る

基本方針（令和 2 年 9

月策定～令和 12 年

度） 




